
福井市がん患者アピアランスサポート事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、福井市補助金等交付規則（昭和４８年福井市規則第１１ 

号。以下「規則」という。）に基づき、市が行うがん患者アピアランスサポー

ト事業補助金（以下「補助金」という。）の交付について、規則に定めるもの

のほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助金の目的） 

第２条 補助金は、薬物療法・放射線療法等による脱毛や手術療法による乳房切

除等、がん治療による外見変貌を補完する補整具の購入費用を補助すること

により、がん患者の心理的負担を軽減するとともに、社会参加を促進し、療養

生活の質の向上を図ることを目的とする。 

 

（対象者） 

第３条 この要綱による補助の対象となる者（以下「対象者」という。）は、次

の各号のいずれにも該当する者とする。 

（１）申請時に福井市に住所を有する者 

（２）がんと診断され、次のいずれかに該当する者 

ア 現にがん治療を受けており、当該がん治療の期間中に対象補整具を

購入した者 

イ がん治療を終了した日から 1年以内に対象補整具を購入した者 

 （３）同一年度において本市及び他市町から同種の補助を受けていない者 

 

（補助対象経費） 

第４条 補助の対象経費は、次に掲げる補整具の購入に要した費用とする。ただ

し、前年度に補助金の交付を受けた者にあっては、当該前年度における申請日

の翌日以後の購入に要した費用に限る。 

（１）ウィッグ（ウィッグ装着時に必要な頭皮保護用のネット及び帽子を含む。） 

（２）補整下着等の胸部補整具 

（３）その他市が認める補整具及び付属品、ケア用品等（別紙１参照） 

 

（補助金額等） 

第５条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとする。 

２ 補助金の額は、対象者１人につき、前条に定める補助対象経費の額に２分の

１を乗じて得た額（小数点以下は切り捨て）とし、２０，０００円を上限とす

る。 



 

（交付申請等） 

第６条 補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、福

井市がん患者アピアランスサポート事業補助金交付申請書兼実績報告書及び

請求書(様式第 1 号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならな

い。 

（１）補助対象補整具の購入に係る領収書の写し等、購入した金額が証明で

きる書類 

（２）がん治療に関する説明書や診断書、治療方針計画書など、がん治療を受

療していることが証明できる書類（受療日が記載されているものに限

る。） 

（３）振込口座の情報がわかる書類 

（４）その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、申請者は、書面による申請書の提出に代えて、電

子申請により申請することができる。この場合において、電子申請は市が定

めるオンラインフォームに必要事項を入力し、前項各号に掲げる書類の電子

データを添付することにより行うものとする。 

３ 前２項の申請期限については、対象となる補整具を購入した日の翌日から

１年以内とする。ただし、期限内に申請することができないやむを得ない理由

があると市長が認めたときはこの限りでない。 

４ 申請は、対象者１人につき、同一年度内において、第４条に定める補整具に

ついて１回を限度とする。 

 

（交付決定及び額の確定） 

第７条 市長は、前条の申請があったときは、前条第１項又は第２項に規定する

書類（電子データを含む。）により当該申請の内容を審査の上、交付の可否を

決定し、交付決定のときは、補助金の額を確定し、がん患者アピアランスサポ

ート事業補助金交付決定兼額の確定通知書（様式第２号）により申請者に通知

するものとする。 

 

（補助金の支払） 

第８条 市長は、前条の規定による通知をした日から、３０日以内に申請者に補

助金を支払うものとする。 

 

（交付決定の取消し） 

第９条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段によって交付決定を受けたと

認めるときは、規則第１５条第２項の規定により適用される同条第１項の規



定により、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 

（補助金の返還） 

第１０条 市長は、前条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消した場

合において、当該取消に係る補助金がすでに交付されているときは、規則第１

６条第１項の規定により、期間を定めてその返還を命ずるものとする。 

 

（プライバシーの保護） 

第１１条 補助金に係る事務に従事する職員は、補助金の交付申請の処理及び

当該申請に係る相談にあたっては、申請者及びその家族のプライバシー保護

に十分配慮しなければならない。 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

  

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（失効） 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限りその効力を失う。ただし、同日まで

に交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおその効力を有す

る。 

附 則 

（施行期日）（令和５年１２月１日施行） 

１ この要綱は、令和５年１２月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日）（令和７年４月１日施行） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年４月１日施行） 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 



 

 別紙 1  

福井市がん患者アピアランスサポート事業補助金 補助対象補整具等 

 

区分 対象 

毛髪 

・ウィッグ、ウィッグ関連用品 

・帽子、スカーフ、バンダナ 

・エクステ 

・つけまつ毛 

・シャンプー（治療によりウィッグ専用、脱毛予防、肌に低刺激な

ものを購入した場合） 

・増毛（植毛） 

乳房 

・補整下着 

・人工乳房 

・シリコンパッド 

・入浴着（バスタイムカバー） 

爪 

皮膚 

浮腫 

・ネイル、マニキュア 

・手袋 

・化粧品 

・保湿剤 

・弾性ストッキング 

その他 

・対象補整具等を製作する場合の材料 

・人工肛門用パウチカバー 

・その他市が認めるもの 

 

 


